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（単位：百万円）

金　　　　　　額 金　　　　　　額

115,593 293,504

預 け 金 115,593 普 通 預 金 252,589

601 定 期 預 金 36,325

63,927 そ の 他 の 預 金 4,589

国 債 25,015 8,995

地 方 債 30,829 未 決 済 為 替 借 2,938

社 債 8,078 未 払 法 人 税 等 52

株 式 5 未 払 費 用 539

106,011 前 受 収 益 4

証 書 貸 付 105,895 先 物 取 引 受 入 証 拠 金 479

当 座 貸 越 116 資 産 除 去 債 務 83

19,392 仮 受 金 4,730

未 決 済 為 替 貸 2,102 そ の 他 の 負 債 166

前 払 費 用 533 144

未 収 収 益 165 298

金 融 派 生 商 品 112 1

金 融 商 品 差 入 担 保 金 60 23

内国為替制度担保差入金 15,895 302,967

そ の 他 の 資 産 522

479 17,290

建 物 187 △ 6,351

そ の 他 の 有形 固定 資産 292 そ の 他 利 益 剰 余 金 △ 6,351

7,876 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 6,351

ソ フ ト ウ ェ ア 7,199 10,938

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 677 △ 48

そ の 他 の 無形 固定 資産 0 △ 48

△ 25 10,890

313,857 313,857

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び純 資産 の部 合計

その他有価証券評価差額金

預 金現 金 預 け 金

有 価 証 券

そ の 他 負 債

金 銭 の 信 託

株 主 資 本 合 計

退 職 給 付 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

負 債 の 部 合 計

資 本 金

貸 出 金

純 資 産 の 部 合 計

第２９期末（ 2022年3月31日現在 ）貸借対照表

科　　　　　　目 科　　　　　　目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

オフバランス取引信用リスク引当金

貸 倒 引 当 金

そ の 他 資 産

賞 与 引 当 金

（ 純 資 産 の 部 ）

利 益 剰 余 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
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（単位：百万円）

3,531

21

貸 出 金 利 息 83

有 価 証 券 利 息 配 当 金 △ 6

コ ー ル ロ ー ン 利 息 △ 20

預 け 金 利 息 △ 35

3,310

受 入 為 替 手 数 料 1,441

そ の 他 の 役 務 収 益 1,868

180

外 国 為 替 売 買 益 172

そ の 他 の 業 務 収 益 7

19

金 銭 の 信 託 運 用 益 0

そ の 他 の 経 常 収 益 19

7,506

49

預 金 利 息 49

1,070

支 払 為 替 手 数 料 552

そ の 他 の 役 務 費 用 518

6,142

244

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 23

オ フ バ ラ ン ス 取 引
信 用 リ ス ク 引 当 金 繰 入 額 1

そ の 他 の 経 常 費 用 219

3,975

3,975

3

△ 1

2

3,977

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　　　　　　目 金　　　　　　額

第２９期　　
2021年４月１日から

　損益計算書
2022年３月31日まで

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

営 業 経 費

経 常 損 失

そ の 他 経 常 費 用

税 引 前 当 期 純 損 失

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 損 失
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格の

ない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

（1）有形固定資産 

有形固定資産は、定率法（ただし、1998年 4月 1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに 

2016年 4月 1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物         3年～22年 
       その他の有形固定資産  3年～15年 

（2）無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（主として 5～10年）に基づいて償却しております。 

４．繰延資産の処理方法 

株式交付費は支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそ

れと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、債権額から担保の処分可

能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額を計上することとしております。 

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻

懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込

額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上することとしておりま

す。 

上記以外の債権については、業況が良好で財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者（以下「正常先」

という。）に係る債権及び業況が低調ないし不安定又は財務内容に問題があり今後の管理に注意を要する債務者

（以下「要注意先」という。）に係る債権に分類し、正常先に係る債権については今後 1年間の予想損失額を、

要注意先に係る債権については今後 1年間の予想損失額又は今後 3年間の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、格付機関等による外部データのデフォルト率等に基づき損失率を求め、これに将来見込みを勘案

して加減算する等必要な調整を加えて算定することとしておりますが、当事業年度において調整は加えておりま

せん。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査

定部署が査定結果を検証しており、その査定結果により上記の引当を行っております。 

（2）賞与引当金 

賞与引当金は、受入出向者以外の従業員への賞与の支払いに備えるため、受入出向者以外の従業員に対する賞

与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 

退職給付引当金は、受入出向者以外の従業員の退職給付に備えるため、受入出向者以外の従業員の当事業年度

末自己都合要支給額を退職給付債務として計上しております。 

（4）オフバランス取引信用リスク引当金 

オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未実行額等に係る信用

リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又は個別の見積もりによる予想損失額を計

上することとしております。 
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７.収益及び費用の計上基準 

顧客との契約から生じる収益の計上基準 

 

顧客との契約から生じる収益のうち、主として、為替関連業務にかかるサービスや決済関連業務にかかるサービ

スにおける手数料収入については、サービスの提供完了時点において履行義務が充足されるものと判断して収益

を認識しております。取引の対価は、概ね取引発生時または履行義務を充足した月の当月中に受領しております。 
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会計方針の変更 

 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020 年 3月 31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受

け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の取引の収益について、関連する費用

と相殺して計上しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま

すが、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額はないため、当事業年度の期首の利

益剰余金への加減算はしておりません。 

この結果、当事業年度の経常収益及び経常費用が 1,435百万円減少しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019年 7月 4日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10号 

2019年 7月 4日）第 44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来

にわたって適用することといたしました。なお、これによる計算書類への影響はありません。また、「金融商品関係」注

記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。 

 

重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

 

１．固定資産の減損 

（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額 

有形固定資産  479百万円 

無形固定資産 7,876百万円 

合計額    8,356百万円 

減損損失額     - 百万円 

 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

①算出方法 

・資産のグルーピング 

全社を一つの資産グループとしております。 

・減損の兆候 

経常利益等がインターネット銀行事業開始時に策定した利益計画を大幅に下回って推移していることから、

当社の固定資産には減損の兆候があります。 

・減損損失の認識 

割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額合計を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローの総

額が帳簿価額合計を上回っているため、減損損失を認識する状況にないものと判断しております。 

割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りについては、固定資産の大部分を占めるソフトウェアの経済

的残存使用年数が約 6年であることから見積期間を 6年間とし、2022年 3月開催の取締役会において承認され

た 2022年度から 2024年度までの 3ヶ年の中期経営計画の数値に基づき算定しております。 

 

②主要な仮定 

割引前将来キャッシュ・フローの総額については、「為替」「デビットカード」「組込型金融サービス」「アク

ワイアリング」「ローン」「外貨預金」「外為証拠金取引（ＦＸ取引）」「海外送金」等の商品ごとに、直近事

業年度における取扱件数・取扱高・残高等の実績推移等を考慮した上で、今後の商品ごとの取扱件数・取扱高・

残高等の成長率について一定の仮定をおいて見積もっております。なお、2025年度以降の成長率については、中

期経営計画期間中の成長率が逓減するとの仮定に基づき見積もっております。また、近時の新型コロナウイルス

感染症の状況を踏まえ、経済・企業活動への影響期間の仮定について見直しを行っております。前事業年度は新

型コロナウイルスの感染拡大の世界的な感染拡大による経済・企業活動への影響が 2022年度中まで長期化するも

のと想定し当行の今後の事業活動への影響を仮定しておりましたが、当事業年度はこれらの影響が継続し 2023年

度中まで長期化するものと仮定し、固定資産の減損会計における会計上の見積りを行っております。 
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③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響 

新型コロナウイルス感染症の影響も含む経済環境の変化等により、商品ごとの成長率の仮定に見直しが必要にな

った場合、翌事業年度に係る計算書類において固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として認識する可能性があります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

１． 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関す

る法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の貸出金及び「その他資産」中の

未収利息並びに仮払金であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 - 百万円 

危険債権額 22百万円 

要管理債権 - 百万円 

 三月以上延滞債権額 - 百万円 

 貸出条件緩和債権額 - 百万円 

小計額  22百万円 

正常債権額  106,138百万円 

合計額  106,161百万円 

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由

により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従っ

た債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に

該当しないものであります。 

三月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ず

る債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準

ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。 

なお、上記債権額は貸倒引当金控除前の金額であります。 

（表示方法の変更） 

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020年 1月 24日 内閣府令第 3号）が 2022年 3月 31

日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関

する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

 

２．担保に供している資産は次のとおりであります。 

  担保に供している資産 

   貸出金   71,346 百万円 

  担保資産に対応する債務 

   借用金     - 百万円 

為替決済、先物取引等の担保として、有価証券 15,008 百万円、内国為替制度担保差入金 15,895百万円、金融

商品差入担保金60百万円及びその他の資産に含まれる外為証拠金取引預託金等 4百万円を差し入れております。

また、その他の資産には敷金等 137百万円が含まれております。 

３．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は 169百万円であり、全額が原契約期間 1年以内のものであります。 

４．有形固定資産の減価償却累計額     658百万円 

  なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。 

５．関係会社に対する金銭債権総額     591百万円 

６．関係会社に対する金銭債務総額      2,331百万円 

７．銀行法第 18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

    剰余金の配当をする場合には、会社法第 445条第 4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当

該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上す

ることとしております。 

  当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。 

８．単体自己資本比率（国内基準）   17.17％ 
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（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額     0百万円 

役務取引等に係る収益総額     1百万円 

関係会社との取引による費用  

資金調達取引に係る費用総額     0百万円 

役務取引等に係る費用総額    17百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 301百万円 

 

２. 関連当事者との取引のうち、重要なものは次のとおりであります。 

（1）親会社及び法人主要株主等 

（単位：百万円） 

種 類 
会社等の 

名称 

議決権等の 

所有(被所有) 

割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 

期末 

残高 

親会社 
株式会社 

あおぞら銀行 

被所有 

直接 85.1％ 

増資の引受先 増資の引受 3,192 - - 

ｶｰﾄﾞ事業に 

係るｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ 

信用状の発行 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ信用状

による被保証（*

1） 

11,339  - 

手数料の支払（*

1） 
11 

その他の 

役務費用 
- 

その他

の関係

会社 

GMO ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

株式会社 

被所有 

直接 7.45％ 

増資の引受先 増資の引受 152 - - 

ｶｰﾄﾞ事業に 

係るｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ 

信用状の発行に

関する債務保証 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ信用状

発行に関する保

証委託 

（*2） 

2,834 - - 

保証料の支払（*

2） 
5 

その他の 

役務費用 
- 

（*1）スタンドバイ信用状の料率については、株式会社あおぞら銀行における類似取引の水準等を参考に

決定しております。なお、当該信用状については、GMOインターネット株式会社及び GMOフィナンシャ

ルホールディングス株式会社に、株式会社あおぞら銀行に対する各々2,834 百万円の保証委託を行って

おります。 

（*2）保証料率については、株式会社あおぞら銀行とのスタンドバイ信用状の料率を参照の上、決定して

おります。 

 

（2）子会社及び関連会社等 

記載すべき重要なものはありません。 
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（3）兄弟会社等 

（単位：百万円） 

種 類 
会社等の 

名称 

議決権等の 

所有(被所有) 

割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額 科目 

期末 

残高 

その他

の関係

会社の

子会社 

GMO ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

株式会社 

被所有 

直接 7.45％ 

増資の引受先 増資の引受 152 - - 

ｶｰﾄﾞ事業に 

係るｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ信

用状の発行に関

する債務保証 

ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ信用状

発行に関する保

証委託（*3） 

2,834 - - 

保証料の支払（*

3） 
5 

その他の 

役務費用 
- 

（*3）保証料率については、株式会社あおぞら銀行とのスタンドバイ信用状の料率を参照の上、決定して

おります。 

 

（4）役員及び個人主要株主等 

記載すべき重要なものはありません。 

 

３．「その他の経常費用」には固定資産除却損 65百万円及び第三者割当増資による新株の発行にかかる費用 

12百万円が含まれております。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社はインターネット専業銀行として、非対面を中心とする普通預金・定期預金・カードビジネス、提携

ローン等の商品・サービスを提供するとともに、流動性を十分確保したうえで、日本国政府向け貸出、地方

公共団体を発行体とする有価証券または金融機関向けの預け金等で運用しております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

当社が保有する金融資産は、主として貸出金および有価証券であります。 

貸出金は、主として個人向け提携ローン、中小企業者に対する貸出金及び余剰資金運用を目的とする日本

国政府向け貸出等であります。これらは、それぞれ債務者の契約不履行によってもたらされる信用リスク、

また金利の変動リスクに晒されております。 

有価証券は、主として日本国債、地方債、社債等の債券であり、これらは、それぞれ発行体の契約不履行

によってもたらされる信用リスクまた金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。 

当社の金融負債は、主として預金であり、普通預金、定期預金及びその他の預金から成り立っております。

これらの負債も金利の変動リスクに晒されております。 

なお、顧客から受け入れた外貨預金のカバー取引として行っている為替予約取引があります。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当社は、当社の信用リスクに関する社規に従い、与信管理に関する体制を整備し運営しております。毎事

業年度の「リスク管理方針」において、信用リスクについてのリスク資本ベースのリスク限度額等の設定や

個別先の与信限度額を設定しております。統合リスク管理グループリスク管理チームは、リスク量がリスク

限度額を超過することがないか等のモニタリングを行い、その結果等を、リスク管理委員会、経営執行会議、

取締役会に定期的に報告しております。 

② 市場リスクの管理 

当社では、毎事業年度の「リスク管理方針」において市場リスクについてのリスク限度額等を設定し、統

合リスク管理グループリスク管理チームは、日次で市場リスクの評価をし、リスク量がリスク限度額を超過

することがないか等のモニタリングを行い、その結果等を、リスク管理委員会、経営執行会議、取締役会に

定期的に報告しております。 

なお、金利の変動リスクや市場価格の変動リスク、為替の変動リスクについては、統合リスク管理グルー

プリスク管理チームが、日次で市場リスクの評価を行っております。 

③ 流動性リスクの管理 
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当社では、毎事業年度の「流動性リスク管理方針」において流動性リスクについてのリスク限度額設定し、

また、運用額のうち一定割合以上の適格流動資産を維持することに努めております。ファイナンスグループ

ＡＬＭ・流動性管理チームは、日次で流動性リスクの評価をし、リスク限度額を超過することがないか等の

モニタリングを行い、その結果等を、リスク管理委員会、経営執行会議、取締役会に定期的に報告しており

ます。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が

異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項              

2022年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場

価格のない株式等は、次表には含めておりません。（（注 1）参照）。また、現金預け金並びに内国為替制度担

保差入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

（単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 金銭の信託 601 601 - 

(2) 有価証券    

その他有価証券 63,922 63,922 - 

(3) 貸出金 106,011   

貸倒引当金（*1） △25   

 105,986 106,135 149 

資産計 170,510 170,659 149 

(1) 預金 293,504 293,504 △0 

負債計 293,504 293,504 △0 

デリバティブ取引（*2）    

 ヘッジ会計が適用されていないもの 112 112 - 

デリバティブ取引計 112 112 - 

（*1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については（ ）で表示しております。 

 

（注 1）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証

券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区 分 貸借対照表計上額 

非上場株式（*1） 5 

合  計 5 

（*1）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 19

号 2020年 3月 31日）第 5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

（注 2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
1年以内 

1年超 

3年以内 

3年超 

5年以内 

5年超 

7年以内 

7年超 

10年以内 
10年超 

預け金 115,593 - - - - - 

有価証券       

その他有価証券のうち満期が

あるもの 
32,851 11,407 19,663 - - - 

貸出金（*1） 93,914 5,214 3,745 2,043 1,094 - 

合 計 242,359 16,621 23,409 2,043 1,094 - 

（*1）貸出金のうち期間の定めのないものについては、「1年以内」に含めて開示しております。 
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（注 3）有利子負債の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
1年以内 

1年超 

3年以内 

3年超 

5年以内 

5年超 

7年以内 

7年超 

10年以内 
10年超 

預金（*1） 293,430 42 5 11 15 - 

合 計 293,430 42 5 11 15 - 

（*1）預金のうち要求払預金については、「1年以内」に含めて開示しております。 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3つのレベルに

分類しております。 

レベル 1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル 1のインプット以外の時価の算定に係るイン

プットを用いて算定した時価 

レベル 3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

金銭の信託 

有価証券 

 その他有価証券 

  国債・地方債等 

  社債 

デリバティブ取引 

 通貨関連 

- 

 

 

25,015 

- 

 

- 

601 

 

 

30,829 

8,078 

 

112 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

601 

 

 

55,844 

8,078 

 

112 

資産計 25,015 39,621 - 64,636 
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（2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

貸出金 - - 106,227 106,227 

資産計 - - 106,227 106,227 

預金 - 293,504 - 293,504 

負債計 - 293,504 - 293,504 

 

（注 1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

 金銭の信託 

信託財産は主として現金預け金で構成されており、取引金融機関から提示された価格をもって時価としてお

ります。なお、金銭の信託は全て運用目的であり、当該時価はレベル 2の時価に分類しております。 

 

 有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル 1の時価に分類して

おります。主に国債がこれに含まれます。 

公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル 2の時価に分類しております。

主に地方債、社債がこれに含まれます。 

 

 貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに将来キャッシュ・フローの現在価

値技法を用いて時価を算出しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、

貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を

時価としております。一方、固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間に基づく区分ごとに、元利金の合

計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、当初約定

期間が短期間（1年程度以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フ

ローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定してお

ります。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル 3の時価、そうでない場合

はレベル 2の時価に分類しております。 

 

 デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレ

ベル 2の時価に分類しており、取引金融機関から提示された価格をもって時価としております。為替予約取引

等がこれに含まれます。 

 

負 債 

 預金 

要求払預金については、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また

定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により

時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預

入期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として

おります。当該時価はレベル 2の時価に分類しております。 

 



 

 13 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券（2022 年 3月 31日現在） 

 
種類 

貸借対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上額が取得原価を 

超えるもの 

債券    

国債 20,014 20,012 1 

地方債 503 503 0 

社債 - - - 

小計 20,517 20,515 1 

貸借対照表計上額が取得原価を 

超えないもの 

債券    

国債 5,001 5,001 △0 

地方債 30,325 30,363 △37 

社債 8,078 8,090 △11 

小計 43,405 43,455 △49 

合 計 63,922 63,970 △47 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021 年 4月 1日 至 2022年 3月 31日） 

該当ありません。 

 

３．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

 

４．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当

該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」

という。）することとしておりますが、当事業年度における減損処理額はありません。 

時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の

区分毎に次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落 

要注意先、正常先   時価が取得原価に比べて 30％以上下落 

 

 

（金銭の信託関係） 

運用目的の金銭の信託（2022年 3月 31日現在） 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

当事業年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 601 - 
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（税効果会計関係） 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

 

繰延税金資産   

 税務上の繰越欠損金（注 1） 5,521 百万円 

 退職給付引当金 91  

 繰延消費税 51  

 未払賞与 47  

 その他の引当金 34  

 資産除去債務 25  

 未払事業税 16  

 その他 17  

繰延税金資産小計 5,806  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注 1） △ 5,521  

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 285  

評価性引当額小計 △ 5,806  

繰延税金資産合計 -  

繰延税金負債   

 資産除去債務費用 △ 22  

 その他有価証券評価差額金 △ 0  

繰延税金負債合計 △ 23  

繰延税金負債の純額 △ 23 百万円 

 

 （注 1）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

     当事業年度（2022 年 3月 31日） 

 
1年以内 

（百万円） 

1年超 

2年以内 

（百万円） 

2年超 

3年以内 

（百万円） 

3年超 

5年以内 

（百万円） 

5年超 

7年以内 

（百万円） 

7年超 

（百万円） 

合計 

（百万円） 

税務上の繰越欠

損金（*1） 
- 0 - 410 1,234 3,875 5,521 

評価性引当額 - 0 - 410 1,234 3,875 5,521 

繰延税金資産 - - - - - - - 

（*1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

（収益認識関係） 

  １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

区分 当会計年度 

経常収益 3,531 

 うち役務取引等収益 3,310 

   為替業務 1,441 

   その他受入手数料 1,868 

    うち決済業務関連受入手数料 1,681 

   （注）役務取引等収益における為替業務関連収益及びその他受入手数料に含まれる決済業務関連収益は、主に法

人顧客との取引から発生しております。なお、上表には、企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」

等に基づく収益も含んでおります。 

 

  ２．収益を理解するための基礎となる情報 

重要な会計方針の（7）収益及び費用の計上基準に記載しております。 

 

  ３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報 

重要性が乏しいため記載しておりません。 
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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額         20,252円 70銭 

１株当たりの当期純損失金額        7,533円 28銭 

なお、当社が発行しているＡ種種類株式及びＢ種種類株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利

を有しているため、1株当たり純資産ならびに純損失の算定に際して、それらの発行済株式数を普通株式のそれに

含めて計算しております。 
 

 

 


